浜田市地域福祉計画等策定業務仕様書

1 　業務の目的
本業務は、令和9年度において計画期間が満了する地域福祉計画をはじめとした各種計画について、効率的に策定業務を進めることを目的に実施するものである。
2 　業務名
浜田市地域福祉計画等策定業務
3 　業務期間
契約締結の日から令和10年3月17日まで
（ただし、アンケート調査に関する業務は、契約締結の日から令和9年3月19日までとする。）

4 　業務内容
委託を行う業務の項目及びその内容は、次のとおりとする。
なお、各計画の策定については、浜田市総合振興計画との整合に留意すること。特に、令和9年度以降の業務においては、（仮称）第3次浜田市総合振興計画（令和9年度～）との整合に留意すること。
⑴　地域福祉計画について
地域福祉計画には、①社会福祉法（昭和26年法律第45号）に基づく地域福祉計画、②成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づく成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画、③再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）に基づく再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画の3つを含み、計画策定業務の内容は、次のとおりとする。

ア　基礎情報の整理

地域福祉をめぐる制度改革の動向について、国の関連情報等を収集し、次期計画の検討に当たっての前提条件と基本課題を整理する。
イ　現状分析
浜田市が保有する基礎資料、関連統計データ等を整理するほか、前回計画の検証を行う。前回計画の検証にあたっては、文書又は電子メール等による照会を想定する。

ウ　アンケート調査の実施及び分析
地域福祉に関する市民意識を把握するため、アンケート調査を行う。

(ア)　対象者
・一般市民（18歳以上）から無作為抽出　2,500人

・市内8中学校の中学生　　　　　　　 　　500人

(イ)　調査票の設計
・調査項目は50項目程度（中学生については、15項目程度）

・規格は、Ａ4サイズ（両面）、16頁程度、モノクロ
(ウ)　調査票発送準備
調査票の発送に係る準備は、以下を想定する。
・封筒（発送）角２
・封筒（返信）長３（テープ付）
・発送、返送に係る費用は委託費に含め、返送の費用は回答率40％として計上する。
・回答の収集は、二次元コードなどの活用によるインターネット回答も可とする。

・対象者の抽出、宛名ラベルへの印刷は、発注者にて行う。
(エ)　調査結果の集計、分析
回収されたアンケートについて、結果を入力・集計（単純・クロス）、分析し、アンケート調査結果報告書として取りまとめる。
・アンケート調査結果報告書：1部、60頁程度

エ　関係団体へのヒアリング調査
地域福祉活動に関わる事業者、地域団体、ＮＰＯ等に対してヒアリングを行い、浜田市における地域福祉の現状と現場目線の課題意識を把握するための調査を実施する。
調査方法は文書もしくは電子メール等によるアンケート及び必要に応じた電話ヒアリングを想定し、調査シートは受託者にて作成する。関係団体等への配付・回収等は市が行い、結果の取りまとめは受託者が行うものとする。
オ　次期計画の重点課題・施策方針の明確化と計画書素案の作成
アンケート調査・給付分析等の結果を基に、浜田市の地域福祉ビジョンについて検討・設定の上、これを実現するための施策体系・内容について検討し、次期計画の計画書素案を作成するとともに、計画書としてとりまとめる。

カ　各種会議の運営支援
庁内検討会議及び策定委員会（いずれも2回程度）等の資料の作成準備、議事要旨作成等の運営支援を行う。
キ　パブリックコメント支援
浜田市が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。
ク　打合せ
打ち合わせは初回、中間、納品時の3回を基本とし、必要に応じて適宜実施する。なお、面談ではなく、電話や電子メール等の活用を想定する。
⑵　健康増進計画・食育推進計画について
　　健康増進計画は健康増進法に基づく市町村健康増進計画、食育推進計画は食育基本法に基づく市町村食育推進計画に位置付けられるものであり、計画策定業務の内容は次のとおりとする。

ア　基礎情報の整理
健康増進、食育推進をめぐる制度改革の動向について、国の関連情報等を収集し、次期計画の検討に当たっての前提条件と基本課題を整理する。
イ　現状分析
浜田市が保有する基礎資料、関連統計データ等を整理するほか、前回計画の検証を行う。前回計画の検証にあたっては、文書又は電子メール等による照会を想定する。
ウ　アンケート調査の実施及び分析
健康増進、食育推進に関する市民意識を把握するため、アンケート調査を行う。

(ア)　対象者
一般市民（18歳以上）から無作為抽出　2,500人
(イ)　調査票の設計
・調査項目は30項目程度
・規格は、Ａ4サイズ（両面）、16頁程度、モノクロ
(ウ)　調査票発送準備
調査票の発送に係る準備は、以下を想定する。
・封筒（発送）角２
・封筒（返信）長３（テープ付）
・発送、返送に係る費用は委託費に含め、返送の費用は回答率40％として計上する。
・回答の収集は、二次元コードなどの活用によるインターネット回答も可とする。

・対象者の抽出、宛名ラベルへの印刷は、発注者にて行う。
(エ)　調査結果の集計、分析
回収されたアンケート①②について、結果を入力・集計（単純・クロス）、分析し、アンケート調査結果報告書として取りまとめる。
・アンケート調査結果報告書：1部、60頁程度
エ　関係団体へのヒアリング調査
健康増進・食育推進活動に関わる事業者、地域団体、ＮＰＯ等に対してヒアリングを行い、浜田市における健康増進、食育推進の現状と現場目線の課題意識を把握するための調査を実施する。
調査方法は文書もしくは電子メール等によるアンケート及び必要に応じた電話ヒアリングを想定し、調査シートは受託者にて作成する。関係団体等への配付・回収等は市が行い、結果の取りまとめは受託者が行うものとする。
オ　次期計画の重点課題・施策方針の明確化と計画書素案の作成
アンケート調査・給付分析等の結果を基に、浜田市の健康増進・食育推進ビジョンについて検討・設定の上、これを実現するための施策体系・内容について検討し、次期計画の計画書素案を作成するとともに、計画書としてとりまとめる。
カ　各種会議の運営支援
庁内検討会議及び策定委員会（いずれも2回程度）等の資料の作成準備、議事要旨作成等の運営支援を行う。
キ　パブリックコメント支援
浜田市が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。
ク　打合せ
打ち合わせは初回、中間、納品時の3回を基本とし、必要に応じて適宜実施する。なお、面談ではなく、電話や電子メール等の活用を想定する。

⑶　障がい者計画について

ア　国の制度改正等の動向把握
障がい者計画は、障害者基本法に基づく市町村障がい者計画に位置付けられており、浜田市総合振興計画を上位計画の中の障がい福祉に関する具体的な部門別計画とし、国や県の関連計画を踏まえつつ、その他関連計画との整合性を図りながら整理する。
イ　アンケート調査の実施及び分析
障がい者福祉施策の状況を把握するため、アンケート調査を行う。
(ア)　対象者
・身体・知的障がい者・児　1,800人
・精神障がい者　　　　　　　200人　　　　　計　2,000人

(イ)　調査票の設計
・調査項目は30項目程度
・規格は、Ａ4サイズ（両面）、16頁程度、モノクロ

(ウ)　調査票発送準備
調査票の発送に係る準備は、以下を想定する。
・封筒（発送）角２
・封筒（返信）長３（テープ付）
・発送、返送に係る費用は委託費に含め、返送の費用は回答率40％として計上する。
・回答の収集は、二次元コードなどの活用によるインターネット回答も可とする。

・対象者の抽出、宛名ラベルへの印刷は、発注者にて行う。
(エ)　調査結果の集計、分析
回収されたアンケートについて、結果を入力・集計（単純・クロス）、分析し、アンケート調査結果報告書として取りまとめる。
・アンケート調査結果報告書：1部、60頁程度
ウ　関係団体へのヒアリング調査
障がい者福祉活動に関わる事業者、地域団体、障がい者・児団体、ボランティア団体等に対してヒアリングを行い、浜田市における障がい者福祉の現状と現場目線の課題意識を把握するための調査を実施する。
調査方法は文書もしくは電子メール等によるアンケート及び必要に応じた電話ヒアリングを想定し、調査シートは受託者にて作成する。関係団体等への配付・回収等は市が行い、結果の取りまとめは受託者が行うものとする。
エ　次期計画の重点課題・施策方針の明確化と計画書素案の作成
アンケート調査・給付分析等の結果を基に、浜田市の障がい者・児福祉ビジョンについて検討・設定の上、これを実現するための施策体系・内容について検討し、次期計画の計画書素案を作成するとともに、計画書としてとりまとめる。

オ　各種会議の運営支援
庁内検討会議及び策定委員会（いずれも2回程度）等の資料の作成準備、議事要旨作成等の運営支援を行う。
カ　パブリックコメント支援
浜田市が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。
キ　打合せ
打ち合わせは初回、中間、納品時の3回を基本とし、必要に応じて適宜実施する。なお、面談ではなく、電話や電子メール等の活用を想定する。
⑷　自死対策総合計画について
自死対策総合計画は、自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画に位置付けられるものであり、計画策定業務の内容は次のとおりとする。

ア　基礎情報の整理
自死をめぐる状況の動向について、国の関連情報等を収集し、次期計画の検討に当たっての前提条件と基本課題を整理する。
イ　現状分析
浜田市が保有する基礎資料、関連統計データ等を整理するほか、前回計画の検証を行う。前回計画の検証にあたっては、関係各課へのヒアリング等を行う。なお、ヒアリング期間は2日程度を想定する。
ウ　関係団体へのヒアリング調査
自死対策総合活動に関わる事業者、地域団体、ＮＰＯ等に対してヒアリングを行い、浜田市における自死対策の現状と現場目線の課題意識を把握するための調査を実施する。
調査方法は文書もしくは電子メール等によるアンケート及び必要に応じた電話ヒアリングを想定し、調査シートは受託者にて作成する。関係団体等への配付・回収等は市が行い、結果の取りまとめは受託者が行うものとする。
エ　次期計画の重点課題・施策方針の明確化と計画書素案の作成
浜田市の自死総合対策について検討・設定の上、これを実現するための施策体系・内容について検討し、次期計画の計画書素案を作成するとともに、計画書としてとりまとめる。
オ　各種会議の運営支援
庁内検討会議及び策定委員会（いずれも2回程度）等の資料の作成準備、議事要旨作成等の運営支援を行う。
カ　パブリックコメント支援
浜田市が実施する住民向けパブリックコメントについて、意見に対する対応策の助言等の支援を行う。
キ　打合せ
打ち合わせは初回、中間、納品時の3回を基本とし、必要に応じて適宜実施する。
5 　成果品
本業務の成果品は、次のとおりとする。電子媒体によるデータ納品については全てウイルス対策ソフトにて検収後、納品を行うものとする。
⑴　令和8年度における成果品
ア　アンケート報告書 及び 回収したアンケート調査一式
イ　業務報告書

ウ　上記に係る電子データ一式（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＤＦ）

⑵　令和9年度における成果品
ア　各計画書（印刷製本されたもの）　Ａ4版、1色刷り（内容によっては、一部4色刷り）
(ア)　浜田市地域福祉計画書　　　200部、 70頁程度（表紙、中表紙等含む）
(イ)　浜田市健康増進計画書　　　250部、100頁程度（表紙、中表紙等含む）
(ウ)　浜田市食育推進計画書　　　250部、 80頁程度（表紙、中表紙等含む）
(エ)　浜田市障がい者計画書　　　200部、 60頁程度（表紙、中表紙等含む）
(オ)　浜田市自死対策総合計画書　200部、 50頁程度（表紙、中表紙含む）
イ　健康増進計画、食育推進計画及び自死対策総合計画の各ダイジェスト版のデータ作成のみ（各計画　Ａ3　2つ折り　両面1枚）

ウ　業務報告書
エ　上記に係る電子データ一式（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰＤＦ）
6 　著作権
成果品の著作権の帰属については、成果品を市に引き渡したときに市に帰属することとし、市は事前の連絡なしに加工及び二次利用をすることができるものとする。
7 　成果品の瑕疵
納品の後、成果品に「契約不適合」が発見された場合は、委託者の指示に従い必要な処理を受託者の負担において行うものとする。成果物の納入後1年を保証期間とし、保証期間内に仕様書を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所を修正しなければならない。
8 　支払方法
各年度の支払限度額については、予算措置の範囲内とする。
9 　その他
⑴　受託者は、受託する業務が行政サービスであることを十分認識し、法令・条例等を遵守し、業務を誠実に遂行しなければならない。
⑵　受託者は、委託業務の実施に当たり、業務上知り得た秘密その他の情報を、業務以外の目的に利用したり、他に漏らしたりしてはならない。業務完了後又は契約解除後においても同様とする。
⑶　本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、市との協議の上決定する。
以上
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